
令和７年 ９月 １日

ＳＲトピックス ＶＯＬ．３９２
望月社会保険労務士事務所 e-mail info@mo-mochizuki.com
代表・特定社会保険労務士 望月 正也 tel 029-875-4326 fax 029-875-4371

URL https://www.mo-mochizuki.com

今日から９月、カレンダーをめくると昨日までは真夏の浜辺の絵だったのが、黄色く色づ
いた秋の風景に変わっています。なのに、実際は相変わらず真夏の暑さが続いていて、カ
レンダーの絵と実際の風景との違和感が際立っています。そろそろカレンダーの９月の絵
柄も今までとは変えた方が良いのかも知れません。竹内マリアさんの「ＳＥＰＴＥＭＢＥ
Ｒ」や太田裕美さんの「９月の雨」の歌詞で歌われた季節感が懐かしい・・・。

日本年金機構から公表された
19 歳以上 23 歳未満の被扶養者認定要件変更の案内とＱ＆A

１．被扶養者認定における年間収入要件の変更
令和７年度税制改正において、１９歳以上２３歳未満の親族等を扶養する場合における

特定扶養控除の要件の見直し等が行われました。これを踏まえ、扶養認定を受ける者（被
保険者の配偶者を除く）が１９歳以上２３歳未満である場合の年間収入要件の取扱いが変
わり、日本年金機構のホームページでは、変更内容の案内やＱ＆Ａを公表しています。

２．１９歳以上２３歳未満の年間収入要件が「１５０万円未満」に
扶養認定日が令和７年１０月１日以降で、扶養認定を受ける者が１９歳以上２３歳未満

の場合は、現行の要件である「年間収入１３０万円未満」が「年間収入１５０万円未満」
に変更になります。「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。
年齢要件（１９歳以上２３歳未満）は、扶養認定日が属する年の１２月３１日時点の年

齢で判定されます。
例えば、Ｎ年１０月に１９歳の誕生日を迎える場合には、Ｎ年（暦年）における年間収

入要件は１５０万円未満となります。
ということで、考え方は下記の通りとなります。

Ｎ－１年（１８歳の誕生日を迎える年）における年間収入要件は１３０万円未満。
Ｎ年～Ｎ＋3年の間（１９歳の誕生日を迎える年から２２歳の誕生日を迎える年）における
年間収入要件は１５０万円未満。
Ｎ＋４年（２３歳の誕生日を迎える年）以降、６０歳に達するまでの間の年間収入要件は
１３０万円未満。
また、民法（明治２９年法律第８９号）の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕

生日の前日において加算します。例えば、誕生日が１月１日である方は、１２月３１日に
おいて年齢が加算されます。

３．Ｑ＆Ａ
日本年金機構のＱ＆Ａでは、上記以外に以下のようなことが示されています。

・あくまで年齢によって判断され、学生であることの要件は求めない。
・年間収入が１５０万円未満かどうかの判定は、従来と同様の年間収入の考え方により判
定される。具体的には、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見
込みなどから、今後１年間の収入を見込むこととなる。

・令和７年１０月１日以降の届出で、令和７年１０月１日より前の期間について認定する
場合、１９歳以上２３歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は１３０万円未満で判
定する。

上記内容は従業員への周知も必要になりますので、よく確認しておく必要がありますね
。

【日本年金機構「１９歳以上２３歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わ
ります」】

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html


